
平成１９年１月～６月に適用する番号単価について 

 

 社団法人電気通信事業者協会（総務大臣指定 基礎的電気通信役務支援機関）では、電気通信事業 

法第１１０条第２項に基づく所要の手続きを行うため、平成１８年９月８日開催の支援業務諮問委 

員会の答申を受け、平成１９年１月から６月まで適用される番号単価について、以下のとおり算定 

しました。 

 

 

○番号単価  

 

１電話番号当たり ７円／月 （ＮＴＴ東日本・西日本の合算番号単価） 

 

 

 

 

参考 

 

○番号単価とは 

番号単価は、ＮＴＴ東日本・西日本が提供するユニバーサルサービスの確保のために支援機関が各負担事業者から負

担

中ですが、認可を受け

ま

 

算定方法 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定規則」という。）第２７条に基づき定めら

（ＮＴＴ東日本・西日本の補てん対象額の合計額＋支援機関の支援業務に係る費用の額） 
・合算番号単価 ＝ ÷１２月

 

金を徴収する際に用いる負担金のうち、１電話番号当たりの負担金の月額単価をいいます。 

ユニバーサルサービス制度に基づく交付金及び負担金については、現在、総務大臣に認可申請

したらこの番号単価に基づいて、平成１９年１月以降、ご利用になる電話番号の数に応じた費用が各電話会社から支

援機関を通じて、ＮＴＴ東日本・西日本に支払われることになります。 

 

○

 

 

れている総務省告示（平成１８年総務省告示第４２９号）により、以下のとおり算定しております。 

 

平成１８年６月末の算定対象電気通信番号の総数 

 

(１５，１７７，９４１，７１５円＋１２３，５３６，０００円) 
＝ ÷１２月 

  （内訳） 

   ＮＴＴ東日本に係る番号単価 ： １電話番号当たり ３．４９５５１３６0円／月 

   ＮＴＴ西日本に係る番号単価 ： １電話番号当たり ３．５０４４８６４0円／月 

１７９，２０９，５３３番号 



≒ ７．１１５２６４０  

 

ＮＴＴ東日本の補てん対象額 
・ＮＴＴ東日本に係る番号単価  ＝ 合算番号単価 × 

ＮＴＴ東 合計額 

２４０円 

⇒ ７円（整数未満四捨五入）  

 

日本・西日本の補てん対象額の

 

７，５７９，２４３，０９３円 
＝ ７円 ×

１  ５，１７７，９４１，７１５円

                  ≒＝３．４９５５ 捨五入） 

ＮＴＴ西日本の補てん対象額 
・ＮＴＴ西日本に係る番号単価  ＝ 合算番号単価 × 

ＮＴＴ東 合計額 

１３６０円（小数点以下８位未満四

 

日本・西日本の補てん対象額の

 

７，５９８，６９８，６２２円 
＝ ７円 ×

１  ５，１７７，９４１，７１５円

                   ≒ ３．５０４４ 捨五入） 

＊ 平成１９年７月以降適用する番号単価については、算定対象電気通信番号の総数の増減の見込み等を勘案して、

 

 ＮＴＴ東日本とＮＴＴ西日本の番号単価 

番号単価が３．４９５５１３６０円、 ＮＴＴ西日本に係る番号単価 

では、これらの関係規定に基づき、各接続電気通信事業者等から徴収

す

 

○ 番号単価算定の基礎となっている金額及び番号数についての説明 

 ＮＴＴ東日本・西日本の補てん対象額 

 

（１）ユニバーサルサービス（基礎的電気通信役務）の範囲は、電気通信事業法施行規則第１４条で規定されていま 

 

 ①加入電話 

①－１ 加入者回線の維持等に係る基本料部分 

８６４０円（小数点以下８位未満四

 

 

半年に１回見直しを行う予定です。 

＊

  番号単価については、ＮＴＴ東日本に係る

が３．５０４４８６４０円と算出され、その合計額が７円となっています。 これは、算定規則で交付金及び負担

金の額は、適格電気通信事業者ごとに算定することとなっている（第５条及び第２７条）ため、番号単価について

も適格電気通信事業者ごとに異なります。 

支援機関である（社）電気通信事業者協会

る毎月の負担金の額を算定するにあたっては、適格電気通信事業者（ＮＴＴ東日本・西日本）ごとに異なる番号

単価を用いて計算することになります。 

 

 

１

すが、補てん対象となるユニバーサルサービスの具体的な範囲は、次のとおりです。 

 



   ①―２ 加入電話に係る１１０番、１１８番、１１９番の緊急通報 

  

の地域ではおおむね１ｋｍ四方に１台 

を基準として、社会生活上の安全等のためにＮＴＴ東日本・西日本に設置が義務付けられている公衆電話）か

   

   例通信 

１１８番、１１９番の緊急通報 

ため、あまねく日本全国の提供が確保される 

 べきもの」と電気通信事業法第７条で定められ、ＮＴＴ東日本・西日本がユニバーサルサービス提供事業者であ

（３ 本の補てん対象額とは、この①及び②のサービス提供に

係る経費のうち、以下の額を対象とします。 

補てん対象額は、べンチマーク方式により、全国の高コスト上位４.

について、全国平均のコスト水準を上回る費用を対象としており、①－２の緊急通報は、当該地域

の

  ●

１ ～ ②－３ の補てん対象額は全国の第一種公衆電話に係る費用と収入の差額を対象として 

   

以 入者電話及び第一種公衆電話に係る赤字額の合計約５１８億円のうち補てん対象額の合計は、約

億円（正確には 15,１77,941,715 円）となっております。 詳細は、別添資料を参照ください。 

 

 

関の支援業務に係る費用の額 

 

務に係る費用の額の平成１８年度予算額（平成１８年３月３１日総務大臣

）を計上しております。 詳細は、別紙の予算書を参照ください。 

 

３ ８年６月末の算定対象電気通信番号の総数 

 

 ・電気通信事業法施行令第２条に規定する電気通信役務の売上高が１０億円を超える電気通信事業者 

利用者に

  ②第一種公衆電話（市街地ではおおむね５００ｍ四方に１台、それ以外

ら利用可能な 

②－１ 市内通信 

②－２ 離島特

   ②－３ １１０番、

 

（２）ユニバーサルサービスは、「国民生活に不可欠である

 

る適格電気通信事業者として指定を受けております。 

 

）番号単価算定の基礎となっているＮＴＴ東日本・西日

  ●加入電話 

①－１の加入者回線（基本料）にかかる

９％の回線

警察・消防等の指令センタまでの繋ぎ込み回線の費用を対象としています。 

 

第一種公衆電話 

上記②－

おります。 

上により、加

１５２

   

 

２ 支援機

 

  社団法人電気通信事業者協会の支援業

認可

   

 平成１

 ①負担金の納付事業者は 

 

  であって 

・総務大臣から指定を受けた電気通信番号（算定規則別表１１に掲げる電気通信番号に限る。）を最終

number-reference.pdf
http://www.tca.or.jp/universalservice/outline/yosan_h18.pdf


付与している電気通信事業者 

  

 

信番号の総数は、 

 ・電気通信事業報告規則第９条に基づき総務大臣に提出された、平成１７年度の電気通信役務の売上高が１０億

月末の稼働番号の総数です。 

 

となっております。 

 ②従って算定対象電気通

 

円を超える事業者５６社の平成１８年６

 


